
船舶事故調査報告書 

令和８年２月２５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 令和７年８月２１日 ０２時２７分頃 

発生場所 山口県柳井
や な い

市平郡
へいぐん

島南東方沖 

小水無瀬
こ み な せ

島灯台から真方位２０９°６.６海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３３°４０.９′ 東経１３２°１９.７′） 

事故の概要  貨物船第三十五勝
かつ

丸は、南西進中、また、プレジャーボート秀
しゅう

宝
ほう

丸は、北北東進中、両船が衝突した。 

事故調査の経過 令和７年８月２８日、主管調査官（広島事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 貨物船 第三十五勝丸、４９９トン 

１３４１８９、勝丸海運建設株式会社 

Ｂ プレジャーボート 秀宝丸、４.９トン 

   ＨＳ３－３８５７２（漁船登録番号）、個人所有 

第２７０－４５７４５号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、四級（航海） 

  航海士Ａ、五級（航海） 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 左舷中央部外板に擦過傷 

Ｂ 左舷船首部外板に破損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風 ほとんどなし、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 低潮時 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａ及び航海士Ａほか３人が乗り組み、兵庫県姫路
ひ め じ

市家
いえ

島港を出港し、大分県大分市大分港に向かった。 

Ａ船は、法定灯火を表示し、３Ｍレンジとしたレーダー及びＧＰＳ

プロッターを作動させ、前直者から船橋当直を引き継いだ航海士Ａ

が、１人で船橋当直につき、操縦スタンドの前に置いた椅子に腰を掛

けて自動操舵による操船に当たり、約１２ノット（kn）の速力（対地

速力、以下同じ。）で南西進していた。 

航海士Ａは、周囲には、本船の航行に支障となる船舶を認めなかっ

た。 

航海士Ａは、衝突の約１０分前、左舷船首方約３.５～４Ｍに北北

東進するＢ船を認め、Ｂ船がＡ船の船首を横切る進路で航行し、衝突

のおそれがあったので、Ｂ船が海上衝突予防法（昭和５２年法律第 

６２号）上の保持船となるＡ船の船尾方を避航すると思った。 

航海士Ａは、Ｂ船が進路を変えずにＡ船に接近してくるので、Ｂ船



に注意喚起するためにＢ船の操舵室に向けて投光器で１～２回点滅さ

せて発光信号を行った。 

航海士Ａは、その後も方位変化がないまま接近してくるＢ船に衝突

の危険を感じ、主機を微速力前進に減じるとともに右舵一杯を取った

ものの、Ａ船の左舷中央部とＢ船の左舷船首部とが衝突した。（図１

参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 事故発生経過概略図 

 

自室で休息中の船長Ａは、Ａ船が減速したことに気付き、急いで昇

橋したところ、航海士ＡからＢ船と衝突した旨を聞き、１１８番通報

を行った。 

船長Ａは、Ｂ船がそのままの速力で航行を続けていたので、Ｂ船の

操船者が気を失っているのではないかと思い、海上保安庁に指示を仰

ぎ、Ａ船を反転させてＢ船の後を追った。 

船長Ａは、Ｂ船を見失ったので、再び海上保安庁に指示を仰ぎ、錨

泊の目的で、愛媛県松山市由
ゆ

利
り

島南方沖に向かった。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、同乗者１人（以下「同乗者Ｂ」

という。）を乗せ、いか釣りの目的で、広島県呉
くれ

市呉港小坪地区を出

港し、愛媛県伊方
い か た

町三
み

机
つくえ

漁港北方沖の釣り場などで釣りを行った

後、帰途についた。 

Ｂ船は、法定灯火を表示し、１.５Ｍレンジとしたレーダー及びＧ

ＰＳプロッターを作動させ、船長Ｂが操縦席に腰を掛けて自動操舵に

よる操船に当たり、同乗者Ｂがキャビンの中で休息し、約１６～１８

kn の速力で北北東進していた。 

船長Ｂは、平郡島南方沖に至った頃、周囲に他船を見掛けなかった

平郡島 

愛媛県 

大洲市 

八島 

小水無瀬島灯台 



ので安堵
ど

し、疲労の蓄積と前日の睡眠不足から眠気を感じ始めたが、

ふだん感じる眠気よりも弱かったので、飲み物で眠気を払拭する程で

もないと思い、同じ姿勢のまま操船しているうちに居眠りした。 

Ｂ船は、同じ針路及び同じ速力で航行を続け、Ａ船と衝突した際も

船長Ｂが目覚めることなく航行を続けた。 

船長Ｂは、その後のＢ船航行中に目覚めたものの、Ｂ船の船首部の

損傷を見て、灯浮標に当たったのではないかと思い、詳しく損傷状況

を確認しないまま帰港し、その後、１１８番通報を行った。 

船長Ｂは、ふだんは約７時間の睡眠をとっていたが、事故の前々日

である８月１９日、いか釣りの目的で１７時頃出港し、２０日０３時

頃に帰港して約４時間の睡眠をとった後、１３時頃に広島県広島市内

に移動してＷＥＢ会議に出席し、１７時頃にいか釣りの目的でＢ船を

出港させていた。 

船長Ｂは、ふだん航行中に眠気を感じた際は、栄養ドリンクなどの

飲み物を飲むか、外気に当たるなどの居眠り防止措置を採っていた

が、本事故当時は、弱い眠気であったので、我慢できると思った。 

分析 Ａ船は、南西進中、航海士Ａが、衝突の約１０分前、左舷船首方に

北北東進するＢ船を認めたが、Ｂ船が、いずれ進路を変えてＡ船の船

尾方を通過していくと思い、Ｂ船に対して注意喚起信号を行ったのみ

で避航動作が遅れたことから、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

航海士Ａは、衝突前に注意喚起信号しか行わなかったことや避航動

作が遅れたのは、Ｂ船がＡ船を認識していれば、Ａ船をいずれ避ける

であろうと臆断したことによるものと考えられる。 

Ｂ船は、自動操舵で北北東進中、操縦席に腰を掛けて操船に当たっ

ていた船長Ｂが、同じ姿勢のまま操船を続けて居眠りしたことから、

Ａ船と衝突したものと考えられる。 

船長Ｂは、操船中、周囲に他船を見掛けなかったので安堵し、疲労

の蓄積と前日の睡眠不足から弱い眠気を感じていたが、居眠りするこ

とはないであろうと過信していたものと考えられる。 

原因 本事故は、夜間、互いに方位変化がない状況で接近中のＡ船が南西

進中、Ｂ船が北北東進中、航海士ＡがＢ船に対して注意喚起信号を

行ったのみで避航動作が遅れたため、また、船長Ｂが同じ姿勢のまま

操船を続けて居眠りしたため、両船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船橋当直者は、臆断で避航関係を決め付けることなく、避航動作

等は余裕のある時機に大幅に行うこと。 

・船橋当直者は、相手船の動静を継続的に把握し、衝突の危険のあ

る船舶に対しては、直ちに急速に短音５回以上の有効な汽笛信号

を行うこと。 



・小型船舶の船長は、疲労が蓄積した状態で操船しないこと。ま

た、眠気を感じたら、体を動かしたり、外気に当たったり、手動

操舵に切り替えるなど、居眠り防止措置を採ること。 

 


